
奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
七
号

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
三
条
第
十
三
号
の
規
則
で
定
め
る
水
質
基
準
は
、
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和

三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
食
品
製
造
用
水

に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
十
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
中
「
第
四
条
第
十
三
号
」
を
「
第
三
条
第
十
三
号
」
に
改

め
る
。

第
十
六
条
中
「
条
例
第
三
条
第
一
号
ア

」
を
「
施
行
規
則
別
表
第
十
七
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
。

(7)
(一)

別
表
第
三
業
種
別
基
準
の
一
の
１
の

中
「
自
家
製
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
販
売
の
営
業
」
を
「
食
肉
販
売

(二)

業
の
許
可
に
係
る
施
設
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
許
可
を
受
け
て
当
該
施
設
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
調
理
し
た
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
販
売
す
る
営
業
（
以
下
「
自
家
製
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
販
売
の
営
業

」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「第

４
条
第
１
３
号

」
を
「第

３
条
第
１
３
号

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
食
品
衛

生
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
用
紙
で
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
な
お
使
用
す
る
こ



と
が
で
き
る
。
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